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宮 財 第 １ ３ ４ 号

令和５年１０月１６日

各 部 局 長 殿

副市長 永山 英也

令和６年度の予算編成に対する基本的な考え方について（依命通知）

令和６年度の予算編成方針が決定されましたので、次の基本的な考え方に沿って

予算編成作業を行ってください。

国においては、「概算要求に当たっての基本的な方針」において、「経済・財政一

体改革を着実に推進する。ただし、重要な政策の選択肢をせばめることがあっては

ならない。歳出全般にわたり、施策の優先順位を洗い直し、無駄を徹底して排除し

つつ、予算の中身を大胆に重点化する」こととしております。

また、「経済財政運営と改革の基本方針 2023」においては、新しい資本主義の加

速として、「三位一体の労働市場改革による構造的賃上げの実現と人への投資の強

化、分厚い中間層の形成」・「投資の拡大と経済社会改革の実行」・「少子化対策・こ

ども政策の抜本強化」・「包摂社会の実現」・「地域・中小企業の活性化」の５つを挙

げ、我が国が直面する「時代の転換点」とも言える内外の歴史的・構造的な変化と

課題の克服に向け、大胆な改革を進めることとしております。

本市においては、まちづくりの指針である「第五次宮崎市総合計画」について

本市の現況や社会情勢の変化を踏まえた改訂を行い、令和５年度及び令和６年度の

２か年において、特に優先的かつ重点的に取り組むべき３つのプロジェクト「力強

い経済への挑戦」「誰一人取り残さない社会づくり」「未来への投資」とそれに連な

る 10 の重要施策を、新たな「戦略プロジェクト」として再構築し、関連する事業

について積極的に推進します。

また、歴史的な節目となる市制１００周年記念事業についても、効果的かつ着実

に取り組みます。

令和６年度の具体な財政収支の見込みに関し、歳入面では、地方交付税交付金や

公共施設使用料の統一的な見直しによる使用料の増収が見込まれるものの、市税や

臨時財政対策債等は減少が見込まれるなど、安定的な歳入の確保が見通せない状況

となっています。また、歳出面では、高齢者の人口増に伴う医療・介護需要の増嵩

が引き続き見込まれることに加え、物価高騰・賃金上昇への対応、また、自然災害、

老朽化した公共施設の修繕更新への対応などが見込まれることから、予算編成に当
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たって財政収支を推計したところ、大幅な一般財源の不足が見込まれています。さ

らに、中期財政計画のローリングにおいて、改めて、昨年度に試算した令和１４年

度までの財政収支を推計したところ、社会保障費や公共施設の修繕更新費の大幅な

増嵩などにより、ますます厳しい状況になることが見込まれています。

令和６年度の予算編成に当たっては、「第五次宮崎市総合計画（改訂版）」に合わ

せて延伸した「宮崎市中期財政計画」にて設定した財政目標を達成すべく、成果を

重視した事業の組み立てによって、行財政改革を強力に推進し、持続可能な財政を

実現するため、次の３つの基本方針に即して予算編成を行うこととします。

１ ３つの基本方針

（１）戦略プロジェクトの積極的な推進

社会経済情勢の急激な変化や不安定な国際情勢による物価高騰への懸念など

時勢に応じた適時適切な対応が求められているため、引き続き、「力強い経済へ

の挑戦」、「誰一人取り残さない社会づくり」、「未来への投資」を柱とした「第

五次宮崎市総合計画」の戦略プロジェクトに優先的かつ積極的に取り組みます。

全ての取組は、人口の「自然増」及び「社会増」、それらを促進する「生産性向

上」の視点を持つことによって人口減少社会へ対応すること、及びあらゆる分

野で公民連携及びＤＸの視点を持って本市の魅力を最大限に発揮することを前

提とします。

（２）市役所改革推進プランの推進と健全財政の確立

市役所改革推進プランに基づき、職員の意識改革や業務の抜本的見直し（Ｂ

ＰＲ）を行うことで、業務の生産性を高めるとともに、成果を重視し、限られ

た財源の有効活用を図ります。

健全財政の確立に向け、「宮崎市中期財政計画」における目標を達成するため

事業評価を活用したスクラップ・アンド・ビルドの徹底、義務的経費の精緻な

点検、市税等の収納率の向上、目的基金の活用などにより、必要な財源の確保、

市債残高の圧縮、財政調整基金の一定額の確保に取り組みます。

（３）公民連携と自治体ＤＸの推進

複雑・多様化する市民ニーズや社会課題の解決に向けては、行政主導では適

切かつ効果的な対応が困難となる事例が増加していることや、民間の専門性や

ノウハウが十分に発揮されることによって事業の成果が高まることが見込まれ

ることから、民間主導・行政支援による公民連携の推進を図ります。

また、宮崎市ＤＸ推進方針に基づき、全庁的な体制で宮崎市のＤＸを推進する

ことで、「市民」「地域」「市役所」の３つの分野において、デジタル技術を最大

限に活用し、市民一人ひとりが豊かに暮らせるまちづくりを推進します。
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２ 要求のルール

（１）「成果主義」という本市の経営方針に基づく事業評価制度の活用

事業評価制度の評価対象事業は、その評価結果を適切に反映した事業内容と

し、事業評価対象外の事業も事業費ならびに内容を精緻に点検し、事業の積極

的な統廃合や事業費の最適化を検討します。

また、既存事業の思い切ったスクラップと斬新な事業のビルドの徹底を図る

ため、管理事業等を除き、相対評価による優先順位付けを行った上で、予算要

求を行うこととします。

さらに、事業の成果として、市民・事業者の所得や雇用機会、民間投資を増

やすことによる税収増、外部（県外）への資金や所得の流出を抑制するととも

に、外部からの資金獲得によって地域内経済循環を確立するといった「経済成

長促進の視点（下記の１～３）」をもって、事業を企画立案します。

※下記の視点に基づいて、事業評価の内容を変更して予算要求することは可能。

視点１ 事業の成果として、市民・事業者の所得や雇用機会、民間投資を増や

す事業、地域内経済循環を確立する事業を企画・立案する。

視点２ 民間からの投資を誘発する規制緩和等を検討する。

視点３ 公有財産を「稼ぐ資産」として位置づけ、民間との連携によって、公

共施設の周辺エリアの資産価値の向上（固定資産税の増等）に加え、さ

らなる歳入確保策として、企業版ふるさと納税の獲得やネーミングライ

ツの付与等を検討する。

なお、今回の極めて厳しい収支見通しを踏まえ、財源が確保できない事業は

予算要求を認めないこととします。予算要求基準を達成していない部局は、相

対評価等を基に、厳格に査定をしますので、当該事業を所管する部局は、関係

団体等とは事前に調整をしておくこととします。

（２）デジタルファーストの徹底

デジタル化を積極的に推進するとともに、刊行物等についても必要最小限の

印刷とし、ペーパーレス化に確実に取り組みます。

また、各種の手続についてもオンライン化を積極的に推進し、業務の見直し

を行い、業務をデジタルで通貫することを基本とし、コスト削減・業務効率化

に取り組みます。

（３）「ゼロカーボンシティみやざき」の推進

２０５０年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロとする「ゼロカーボンシティ

みやざき」を実現するため、効果的な施策を構築し、ゼロカーボンを推進しま

す。
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（４）市制１００周年記念事業の実施

令和６年度の市制施行１００周年を踏まえ、市制１００周年記念事業に、効

果的かつ着実に取り組みます。

（５）積極的な国・県等の補助制度の活用

新たな事業のみならず、既存の事業についても、国・県の補助制度、他団体

の助成制度について幅広い視点から検討し、積極的に財源の確保に努めること

とします。

（６）令和４年度決算審査結果の反映

令和４年度決算審査の結果を踏まえ、意見・要望を適切に反映します。

（７）予算要求基準の設定

「選択と集中」の観点から、限られた財源を適切に配分するため、「重点化事

業」「政策的事業」「公共投資関係事業」「義務的経費」「一般行政事業」の５つ

の区分ごとに予算要求基準を設定します。（詳細は別紙）

（８）各部局別予算達成目標の設定

健全で持続可能な行財政運営を強力に推進する観点から、市政を推進する経

営層の一員としての各部局長の改革に向けたイニシアティブを発揮させるため、

普通建設事業費以外の経費については、令和５年度当初予算額の一般財源に市

債を加えた額（以下「一般財源ベース」という。）から、１８％減じた額を各部

局の予算達成目標として設定します。ただし、市制１００周年記念事業、重点

化事業のうち戦略プロジェクト、市役所改革・ＤＸ推進事業及びデジタル化推

進事業、エコクリーンプラザみやざき周辺環境整備等事業及び義務的経費（人

件費・扶助費・公債費・特別会計繰出金等）の一部は、対象外とします。

また、普通建設事業費について、補助事業（交付金事業を含む。）・単独事業

ともに、令和５年度当初予算額（一般財源ベース）から１０％を減じた額を予

算達成目標として設定します。ただし、重点化事業、エコクリーンプラザみや

ざき周辺環境整備等事業及び公共施設長寿命化対策推進事業の一部は、対象外

とします。

３ 限られた予算の有効活用

（１）国の予算や地方財政計画等が未確定ではあるものの、これらの動向を見極

めつつ、的確な予算の見積もりを行います。
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（２）当初予算編成後に生じた制度改正等に伴う経費、災害復旧関係費等、緊急

又は真にやむを得ないものを除き、原則として補正は行わないものとし、市

民ニーズに直結する事項が生じた場合には、財政課と事前に十分調整を図り

ます。

（３）厳しい財政状況を踏まえ、「稼ぐ市役所」を意識し、市税等の収入未済額の

縮減及び貸付金等の債権管理の適正化を図るとともに、受益者負担の原則に

立ち、使用料・手数料等の定期的な見直しを行うと同時に、公民連携の取組

を積極的に推進します。

また、宮崎ふるさと愛寄附金（ふるさと納税）、広告事業の導入、特定目的

基金の活用及び公益法人等の助成事業の有効活用等により、可能な限り財源

の確保に努めます。

（４）監査委員による定期監査等や包括外部監査人による包括外部監査の指摘の

中で、予算編成に関係する事項は、改善の上、適切に反映します。

（５）議会における決算審査特別委員会での意見を踏まえ、予算の積算を行う際

は、多額の執行残が生じることのないよう十分に精査するとともに、予算執

行段階において安易な流用が行われることのないように適正な見積りに努め

ます。

４ 事業立案の際に配慮すべき事項

新たに事業を立案しようとするとき、または既存事業を組み替える際、次の

点に留意します。

（１）公民連携の仕組みづくり

（２）アウトソーシング（外部委託・民間ノウハウの活用等）による業務の合理

化・効率化

（３）宮崎市ＤＸ推進方針に基づくデジタル技術の活用

（４）障がい者や高齢者などの雇用･就業、自立への支援

（５）ユニバーサルデザイン（だれもが無理なく利用できるサービス）の実現

（６）男女共同参画の視点

（７）「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（障害者差別解消法）

への対応

（８）地域のまちづくりにおける各種団体の連携強化と継続性のある取組の確保

（９）アンケート結果等の市民の声（ニーズ）と統計データ

（10）人口の「自然増」及び「社会増」、それらを促進する「生産性向上」の視点

を持つことによる、人口減少社会への対応

（11）ポストコロナにおけるインバウンド需要をより大きく効果的に根付かせる

取組
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５ 組織改編への対応と人件費縮減の取組

定員及び組織については、より一層効率的かつ効果的な事務執行体制の確立

を推進する観点から、市役所改革推進プランに基づき、職員の意識改革や業務

の抜本的見直し（ＢＰＲ）を行うことで、業務の生産性を高めるとともに、成

果を重視し、限られた予算の有効活用を図り、「定員管理計画」に基づく適正な

職員の配置に取り組みます。

６ 公共施設の適正な経営

公共施設（公の施設、庁舎などのいわゆるハコモノと道路、橋梁などのいわ

ゆるインフラ）は、「宮崎市公共施設等総合管理計画」に基づき、「総量の最適

化」及び「質の向上」を進めるとともに、「投資の厳選」を図り、公共施設の適

正な経営を推進します。

なお、ハコモノは、優先度の高い施設から集中的に改修等を行い、損傷判明

後に修繕を行う事後保全型の維持管理から、施設・設備の特性に応じて行う予

防保全型の維持管理にシフトしていくことで、修繕更新費用の平準化及びライ

フサイクルコストの縮減を図っていきます。

また、インフラについても、ストックが増大し老朽化が進行する中で、維持

更新費用の増大が見込まれることから、計画的かつ効率的な整備や維持・管理

を行っていきます。

７ 特別会計・企業会計における独立採算制の原則の確保

（１）特別会計については、積み上げによる要求としますが、特別会計の設置目

的に応じて、会計間の経費負担の適正化を図るとともに、一般会計からの繰

出金については、繰出基準に基づくものに限るなど、真に必要な額を計上し

ます。

また、常に使用料等の見直しに努め、必要最小限の経費を計上するなど

事務費の節減や合理化を図り、一般会計と同様の視点に立ち、予算のスリム

化等に努めます。

（２） 企業会計についても、一般会計に準ずることとしますが、独立採算を前提

に、会計間の経費負担の適正化を図るとともに、経営の一層の合理化、効率

化を積極的に推進し、経費の節減に努めつつ、長期的な収支見通しに立って

経営の健全化に努めます。

また、一般会計からの繰出金については、繰出基準を基本とし、基準外繰

出金の削減に努めます。
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８ 公益法人等の経営の健全化

（１）本市が出資、補助等を行っている公益法人等については、その設立の趣旨

に鑑み、「外郭団体の指導に関する指針」に基づき、組織機構の見直しや経

営の合理化など、長期的見通しに基づく健全経営を行うよう要請します。ま

た、本市の給与制度を準用している団体については、本市の給与制度に改正

があった場合には各団体への情報提供に遺漏がないよう努め、各団体におけ

る給与制度の見直しを要請します。

なお、予算編成に当たっては、自主財源の確保、管理的経費の縮減、委託

事業・補助事業の見直しなどについて、各団体の自主性を尊重しつつ適正化

に努め、安易に市の財政援助を期待することのないよう関係部局において十

分指導します。

（２）当該団体の基本財産等についても、確実かつ有利な方法で運用するようき

め細やかに指導します。

９ 市民への説明責任

本市の経営方針の一つである「透明性」を確保し、本市の信頼を高めるため

には、市民への説明責任を果たすことが不可欠であることから、市民の視点か

ら事業のわかりやすさ、周知の手法に配慮しつつ、事業の実施方法やスケジュ

ールなどについても十分検討します。

１０ 国の補正予算への対応

国が補正予算を編成する場合には、その概要が明らかになった時点で、対応

方針について別途通知します。


